
 

一般競争入札を行いますので，京都市契約事務規則第５条の規定に基づき，次のとおり

公告します。 

平成２５年３月２１日 

京都市長 門川 大作 

 

１ 競争入札に付する事項 

本件は下記 ア及びイの業務委託について，一括して入札し，契約するものである。 

  委託業務件名 

 ア  公園緑地樹木維持管理（北区・上京区）業務委託 

イ  公園緑地樹木維持管理（左京区）業務委託 

  履行場所 

 ア  紫野宮西公園 他 京都市北区紫野宮西町他 地内 

イ  下鴨森が前公園 他 京都市左京区下鴨西高木町他 地内 

   業務概要 

ア  高中木整姿工      一式 

低木整姿工       一式 

 伐採工         一式 

イ  高中木整姿工      一式 

低木整姿工       一式 

 伐採工         一式 

   履行期間 

上記 ア及びイ共に，平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日まで 

   支払方法 

上記 ア及びイ共に，前金払は請負代金の３割を超えない範囲内で支払うこととし， 

部分払は場合により検査の完了した業務の出来高に応じて支払うことができるもの

とする。 

２ 本件入札に関する問合せ先 

〒６０４－８５７１ 

京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４８８番地 

京都市行財政局財政部契約課工事契約担当 



 

（電話０７５－２２２－３３１３） 

３ 入札参加資格に関する事項 

本件入札の一般競争入札参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）を提出する

日において，現に京都市契約事務規則（以下「規則」という。）第４条第１項に規定す

る一般競争入札有資格者名簿に登載されている者であって，同日（ にあっては，公告

の日から開札の日までの間）次に掲げるすべての条件を満たす者 

  京都市競争入札等取扱要綱（以下「要綱」という。）第３条に基づき，平成２４年度

競争入札参加有資格者格付（造園工事）においてＡ等級に登録されていること。 

  建設業法の造園工事業に係る監理技術者（監理技術者講習を受講し監理技術者講習

修了証の発行を受けている者に限る。）を専任で１名配置し得ること。 

なお，配置予定の技術者については，常勤の自社社員であり，かつ開札日において，

引き続き３箇月以上の雇用関係があること。また，当該技術者は，本件入札参加資格

確認申請時において，平成２４年度の年間業務委託を除く他の工事又は委託業務（以

下「工事等」という。）に配置されておらず，かつ申請時以降，落札決定の日までの

間においても，他の工事に配置する予定がないこと。 

  要綱第２９条第１項の規定に基づく競争入札参加停止措置を受けていないこと。 

  京都市行財政局財政部契約課（以下「契約課」という。）が実施した当該種目にお

ける一般競争入札（共同企業体による入札及び本市上下水道局が京都市長名で実施す

る同種目の入札を含む。）に応札し，低入札価格調査制度に基づく低入札価格調査（以

下「低入札価格調査」という。）を経て契約したことにより，新たな入札への参加を

制限されていないこと。 

また，契約課が実施中の落札決定に至っていない同種目の他の入札（共同企業体に

よる入札及び本市上下水道局が京都市長名で実施する同種目の入札を含む。）におい

て，低入札価格調査の対象となる応札を行っていないこと。 

ただし，低入札調査基準価格を事前公表しない案件において，調査辞退届を提出し

た場合又は失格基準を下回る価格で応札した場合を除く。 

  関係会社の参加制限 

本件入札に参加しようとする者で，次の各号のいずれかの関係に該当する場合は，

そのうちの一者しか参加できない。 

ア 資本関係 



 

以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし，子会社（会社法第２条第３号及

び会社法施行規則第３条の規定による子会社をいう。以下同じ。）又は子会社の一方

が会社更生法第２条第７項に規定する更生会社（以下「更生会社」という。）又は民

事再生法第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社である場合を除く。 

(ｱ) 親会社（会社法第２条第４号及び会社法施行規則第３条の規定による親会社を

いう。以下同じ。）と子会社の関係にある場合 

   (ｲ)  親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 

イ 人的関係 

以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし，(ｱ) については，会社の一方が

更生会社又は民事再生法第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社である場

合は除く。 

(ｱ) 一方の会社の役員が他方の会社の役員を現に兼ねている場合 

(ｲ) 一方の会社の役員が他方の会社の会社更生法第６７条第１項又は民事再生法第

６４条第２項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合 

ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 

前各号と同視し得る資本関係又は人的関係にあると認められる場合 

４ 入札方法等 

  本件入札は，京都市電子入札システムにより行う。 

京都市電子入札システムによる入札は，次のア又はイのいずれかの方法による。 

ア 電子入札コアシステムに対応している認証局が発行したＩＣカード（本市に提

出済みの「使用印鑑届」と同一名義人のもの又は受任者がいる場合には受任者

の名義のもので，かつ落札決定の日時までの間において有効であるものに限

る。）を取得したうえで，京都市電子入札システムへの利用者登録を行ってい

る者が，インターネットを利用して入札データを送信する方法（以下この方法

により入札する者を「インターネット利用者」という。） 

なお，インターネット利用者は入札データを送信しようとする日までに京都市

電子入札システムへの利用者登録を行っていなければならない。 

イ 入札端末機利用者カード（規則第６条第４項に規定する入札端末機利用者カード

をいう。）の交付を受けている者が，契約課に設置する入札端末機（規則第６条第

２項に規定する入札端末機をいう。以下同じ。）を使用することにより入札データ



 

を送信する方法（以下この方法により入札するものを「端末機利用者」という。） 

なお，端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは，入

札期間終了の１時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し，同カードの

発行を受けていなければならない。 

  本件入札に参加しようとする者は，公告の日から入札期間初日の直前の開庁日の午

後５時までに，次のア又はイの方法により，当該業務委託に係る設計図書等を入手し，

積算のうえ， に記載する入札期間に入札を行うこと。 

ア インターネット利用者は，京都市電子入札システムにより，インターネット

を利用して設計図書等をダウンロードして入手する（この場合，設計図書等を

入手しようとする日までに，京都市電子入札システムへの登録を行なっていな

ければならない。）。 

なお，インターネット利用者であっても設計図書等を購入することができる

ものとするが，この場合，京都市電子入札システムにより，インターネットを

利用して複写承認書を入手し， により設計図書等を購入する。 

イ 端末機利用者は，契約課に設置する入札端末機により，複写承認書を入手し

（この場合，複写承認書を入手できる期間終了の１時間前までに，入札端末機

利用者カードの発行を申請し，同カードの発行を受けていなければならない。），

 により設計図書を購入する。 

  上記 ア後段及び イにより当該業務委託に係る設計図書等を購入しようとする者

は，前項で入手した複写承認書を，上記 の期間内に次の設計図書等の販売業者に提

示して購入すること。 

（設計図書等の販売業者） 

株式会社平安光業 

京都市中京区丸太町通烏丸西入常真横町１８７ 

（電話０７５－２３１－１１７７） 

 想定販売金額 １，９８０円（Ａ４コピー ９９枚） 

  落札価格は，入札金額に当該金額の１００分の５に相当する額を加算した額（当該

金額に１円未満の端数があるときは，その端数金額を切り捨てた金額）とするので，

入札者は，消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問

わず，見積もった契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額を入力すること。。 



 

  入札者は，送信した入札データの訂正又は撤回をすることはできない。また，入札

者は，入札データ送信後の辞退はできない。 

  入札期間 

平成２５年３月２６日（火），２７日（水）及び２８日（木）の午前９時から午後

５時まで。ただし，端末機利用者は正午から午後１時までを除く。 

  予定価格 

本件の入札対象である業務に係る予定価格は，次のとおりである。 

 予定価格 ３４，５７０，０００円（消費税及び地方消費税を含まない。） 

  入札参加資格確認申請書等の提出 

入札者は，次の書類を提出しなければならない。 

なお，必要書類の作成に係る費用は申請者の負担とし，提出された書類は返却しな

いが，本市において無断で使用しないものとする。 

ア 一般競争入札参加資格確認申請書（用紙交付） 

イ 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書（建設業法第２７条の２７の規定

によるもので，同法第２７条の２９第１項に規定する総合評定値が記載されており，

開札日において有効（審査基準日から１年７箇月以内）なものに限る。）の写し 

ウ 技術者配置予定調書（用紙交付） 

３ の技術者を記載し，その者の監理技術者資格者証（表面及び裏面）の写し及

び監理技術者講習修了証の表面の写しを添付すること。また，当該技術者について

は，開札日において，平成２４年度の年間業務委託を除く他の工事等に配置されて

おらず，かつ落札決定の日時までの間においても，他の工事等に配置する予定がな

いこと。 

なお，落札した場合においては，技術者配置予定調書に記載された者と異なる者

を配置すること及び履行の途中における技術者の変更は認められない。 

  入札参加資格確認申請書及び技術者配置予定調書の交付 

本件入札の公告日から入札期間終了まで，契約課のホームページ（ホームページの

アドレス   http://www.city.kyoto.jp/rizai/chodo/）及び契約課に設置する公告

閲覧専用端末機に入札公告と併せて入札参加資格確認申請書及び技術者配置予定調

書を掲示するので，契約課のホームページ又は契約課に設置する公告閲覧専用端末

機から当該申請書等をダウンロードのうえ，Ａ４判の帳票として印刷し使用するこ



 

と。ただし，公告閲覧専用端末機による交付期間及び交付時間は，京都市の休日

を定める条例に規定する本市の休日（以下「休日」という。）を除き，午前９時から

午後５時まで（ただし，正午から午後１時までを除く。）とする。 

  入札参加資格確認申請書等は次の方法により提出すること。 

ア インターネット利用者の場合 

入札データを送信する際，ワード，エクセル（Office2007で扱えること。）又はＰ

ＤＦファイル（Adobe Reader8.0で扱えること。）にして添付すること。（添付でき

るデータは１ファイルのみであるので，入札参加資格確認申請書等を一つのファイ

ルにして添付すること。） 

イ 端末機利用者の場合 

入札参加資格確認申請書等を封入，封かんし，封筒表面には入札番号，委託件名

及び業務場所のみを記載して，入札期間内に２の場所に設置してある「入札資料提

出ポスト」に投函すること。 

５ 開札及び落札者の決定 

  開札予定日時 

平成２５年３月２９日（金）午前９時 

   入札参加資格の確認 

開札後，予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者について，

入札参加資格の確認を行う。確認を行った結果，入札参加資格がないと認められると

きは，その者の行った入札は無効とし，予定価格の範囲内で有効な入札を行った他の

者のうち，最低の価格をもって入札を行った者について，入札参加資格の確認を行う。 

なお，予定価格の範囲内で有効な入札を行った者のうち，入札金額が同額の者が二

者以上あるときは，開札時に抽選により入札参加資格の確認を行う順位を決定する。 

  落札者の決定 

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者のうち，入札参加資

格を有すると認めた者を落札者とする。 

  入札参加資格の取消し等 

入札参加資格を確認する前に，入札者が次の各号のいずれかに該当することとなっ

たときは，その者の入札参加資格は認めない。 

ア 規則第２条第１項の規定により定めた一般競争入札参加者の資格を喪失したと



 

き。 

イ ３に規定する本件入札に参加する者に必要な資格を喪失したとき。 

ウ 要綱第２９条第１項の規定により定めた競争入札参加停止措置を受けたとき。 

エ 契約課が実施した当該種目における一般競争入札（共同企業体による入札及び本

市上下水道局が京都市長名で実施する同種目の入札を含む。）に応札し，低入札価

格調査を経て契約したことにより，新たな入札への参加を制限されたとき。 

オ その他市長が特に入札参加資格を有することが不適当であると認めたとき。 

  落札結果の公表 

落札者を決定したときは，落札者に対して速やかに通知するとともに，落札者の商

号（法人にあっては名称）及び落札金額等を，落札者を決定した日の翌開庁日の午後

１時から契約課のホームページにおいて公表し，併せて２の場所で閲覧に供する。 

なお，開札日に落札者を決定しないときは，すべての入札者の商号（法人にあって

は名称）及び入札金額等を，開札日の翌開庁日の午後１時から落札結果の公表までの

間，契約課のホームページにおいて公表し，併せて２の場所で閲覧に供する。 

  落札者以外の入札者に対する書面による理由説明 

落札者以外の入札者は，落札者とならなかった理由について書面による説明を求め

る場合は，落札者を公表した日の翌日から起算して２日後（日数の計算に当たっては，

休日を除く。）の午後５時までに，その旨を記載した書面を２の場所まで持参し，提

出すること。 

６ 入札保証金及び契約保証金 

  入札保証金 

入札保証金の納付は免除する。 

  契約保証金 

契約保証金の納付は免除する。 

７ 入札の無効 

規則第６条の２各号（第３号を除く。）に該当する入札は無効とする。 

８ その他 

  本件業務委託に係る予算については成立していないため，契約の相手方となる者は，

まず本市と仮契約を締結し，予算について議会の議決があった後，本契約を締結する

ものとする。 



 

なお，予算について議会の議決が得られなかった場合は，当該仮契約は解除する。 

  本件入札は，政府調達に関する協定の適用を受けるものではない。 

  手続において使用する言語及び通貨は，日本語及び日本国通貨に限る。 

  契約書作成の要否  要 

  本公告に関する問合せ先  ２の問合せ先に同じ。 

  設計図書の内容や積算に関する質問は禁止する。 

  公正な競争を確保するため，本件入札において互いに競争相手であった落札者（以

下「契約者」という。）と落札者以外の者（以下「非落札者」という。）とが次に掲げ

る事項を行うことを禁止する。 

ア 契約者が，非落札者に本件業務を委託すること。 

イ 非落札者が，契約者から本件業務を受託すること（契約者と直接契約を締結しな

い場合を含む。）。 

（行財政局財政部契約課） 



住民基本台帳法施行令第１２条第１項の規定に基づき，次の者の住民票を職権で処理し

ましたが，事件本人に通知することが困難なため，同条第４項の規定により公告します。 

 

  平成２５年３月２１日 

京都市伏見区長 水口 重忠   

住民票上の氏名 住民票上の住所 
職権処理の

内容 
処理年月日 

木村 徹晃 

京都市伏見区向島清水町

４７番地１ 

向島市営住宅１１－７棟

５０６号 

実態調査に

基づく職権

消除 

平成２５年３月６日 

（伏見区役所区民部市民窓口課） 



 次の介護保険被保険者証は，無効につき公告します。 

 

  平成２５年 ３月２１日 

 

京都市山科区長 石黒 善治   

被 保 険 者 番 号 交 付 年 月 日 

１０００２－６３９０３ 平成２０年 ８月２１日 

１０００８－２０９８３ 平成２４年 ６月２０日 

１００１４－６１９６９ 平成２４年１１月１５日 

１００１４－７８０７０ 平成１７年 ９月１６日 

１００１４－８２６６８ 平成１７年 ９月１６日 

１００１４－８９９７８ 平成２４年 ４月１７日 

１００１４－９０２４０ 平成２５年 ２月 ５日 

１００１４－９１９４１ 平成２４年 ４月２６日 

１００１４－９３５７４ 平成２５年 １月１５日 

１００１４－９９０５０ 平成２４年 ９月２０日 

１００１５－０２８１２ 平成２４年 ２月２８日 

１００１５－０４０７３ 平成１７年 ９月１６日 

１００１５－０４３３９ 平成２３年 ４月１９日 

１００１５－１７７５２ 平成２４年 ９月１３日 

１００１５－２２１２５ 平成２４年 ４月１２日 

１００１５－３１０５０ 平成２４年１０月 ２日 

１００１５－３４２６０ 平成２４年１２月２０日 

１００１５－５０４０７ 平成１７年 ９月１６日 

１００１５－５３５６７ 平成２４年１１月 １日 

１００１５－６７７８１ 平成１９年１０月 ２日 

１００１５－６９０８４ 平成１７年 ９月１６日 

１００１５－７３４４１ 平成２５年 ２月１５日 

１００１５－８０１８０ 平成２４年 ７月 ５日 



被 保 険 者 番 号 交 付 年 月 日 

１００１５－８２９０５ 平成２５年 １月２４日 

１００１５－８４６６１ 平成２４年１０月 ９日 

１００１５－８７４６６ 平成１７年 ９月１６日 

１００１６－００９５４ 平成２５年 ２月２５日 

１００１６－０３４９５ 平成２４年 ６月１２日 

１００２６－３６６６８ 平成２４年 １月１７日 

１００２７－５４１１５ 平成１７年 ９月１６日 

１００２７－６６８８７ 平成２５年 １月１０日 

１００２８－０７６８１ 平成２４年 ５月１５日 

１００２９－６３８０７ 平成１８年１０月 ６日 

１００２９－７５８８４ 平成１７年 ９月１６日 

１００２９－７６２８８ 平成２４年 ４月 ５日 

１００３０－１４５８４ 平成２４年 ３月 ８日 

１００３０－３６５９５ 平成２４年 ５月１０日 

１００３０－９０５６８ 平成２５年 １月１０日 

１００３１－０８５４３ 平成２３年１０月２５日 

１００３２－６５７７２ 平成１７年 ９月１６日 

１００３５－１３９８１ 平成２３年 ６月２１日 

１００３６－８５７１４ 平成１８年 ９月 １日 

１００４０－５６５１９ 平成２０年 ６月 １日 

１００４０－７０４７８ 平成２０年 ７月 １日 

１００４２－５４３１２ 平成２１年 ５月 １日 

１００４５－２７１３９ 平成２５年 ２月１４日 

５００００－２０６２７ 平成２３年１０月２０日 

５０００１－０４７６９ 平成１９年１０月 ４日 

５０００１－５９６４９ 平成２４年 ５月 ２日 

５０００２－６１１９７ 平成２４年 ６月 ５日 

（山科区役所福祉部福祉介護課） 



 平成２０年１月１１日京都市交通局公告（京都市高速鉄道の路線の名称

及び区間）の一部を次のように改めます。  
  平成２５年３月２１日  

京都市公営企業管理者   
交通局長  西村  隆   

 京都市高速鉄道の路線の名称及び区間の表中  
「  

二
に

  条
じょう

 
京都市中京区西ノ  
京栂尾町  

                  」  
を  
「   

二
に

  条
じょう

 
京都市中京区西ノ  
京星池町  

                  」に改める。  
 
   附 則  
 この公告は，公布の日から施行し，平成２５年２月２３日から適用する。 

（交通局高速鉄道部運輸課）  


